
コメ新市場開拓等促進事業の申し込みについて 

 

令和８年度コメ新市場開拓等促進事業の申し込みを受付いたします。 

申請を希望するかたは、下記の期限までに再生協議会窓口にてお申し込み 

ください。 

 

受付期限  令和 ８年 ２月 ２７日（金） 
 

【概要】 
需要の拡大が期待される、輸出用米、加工用米、米粉用米への作付転換を目的とします。 

農業者と実需者が連携し、低コスト生産等の技術導入を行う場合に、取組面積に応じて 

支援します。 

【要件】 
① 令和８年度に新市場開拓用米・加工用米・米粉用米（パン・めん専用品種）を作付 

② 輸出用・加工用に使用するという出荷契約を実需者と締結 

③ 低コスト生産等の取組を３つ以上実施（後で報告が必要） 

 

※ 申請すると、水田活用の直接支払交付金より高い助成を受けられます。 

ただし、申請しても国に事業採択されない可能性があります。（3月下旬に分かる予定） 

 

                              ＜両方の適用は不可＞  

区分 
事業申請かつ 

採択された場合 

申請しない又は 

採択されない場合 

事業・交付金の名称 
コメ新市場開拓等 

促進事業 

水田活用の 

直接支払交付金 

新市場開拓用米 40,000 円／10a 20,000 円／10a 

加工用米 30,000 円／10a 20,000 円／10a 

米粉用米(専用品種) 90,000 円／10a  80,000 円／10a※1 

※1米粉用米に区分管理で取り組む場合、上限が 10.5 万円のため逆に下がる場合があります。 

※2規定された取組みを行うほか、多収品種を作付けする農業者に対し 0.5 万円/10a を支援。 

 

注意  出荷完了後、事業報告書に３つ以上の取組をしたことを証明できる書類 （農作業日
誌・購入伝票・機械や取組内容の写真等）を添付して提出していただく必要がありますので、取組
内容に応じた書類の記入・保管・撮影を忘れないようお願いいたします。 
証明できない場合は対象外となる場合があります。 
 

＜お問い合わせ先＞ 
大館市農業再生協議会  電話：４２－３３３６ 



１．申込者 必須

２．取組品目・面積 必須

面積
（㎡）

出荷・
販売

契約数量
（kg）

うち、
多収品種
加算面積
（㎡）

うち、
多収品種
加算相当

数量
（kg）

翌年産
ﾌﾞﾛｯｸ

ﾛｰﾃ-ｼｮﾝ
取組面積
（㎡）

面積
（㎡）

出荷・
販売

契約数量
（kg）

面積
（㎡）

出荷・
販売

契約数量
（kg）

新市場開拓用米

0 0 0

加工用米

酒造好適米

計：

  ※１ ・当年産作付面積と本事業取組面積は異なる場合があります。
   「当年産事業取組面積」欄には、低コスト生産等の取組を各品目で確実に３つ以上行う予定の面積（＝支援対象面積）であって、
   実需者との契約取引に基づく出荷・販売数量に応じた面積を記載してください。
  ・「多収品種加算面積」には、多収品種加算を受ける取組面積を記載してください。なお、多収品種加算を受けるには、多収品種の導入のほか３つ以上、計４つの
   取組を行う必要があります。
  ・「翌年産ﾌﾞﾛｯｸﾛｰﾃｰｼｮﾝ取組面積」には、翌年度にブロックローテーションを予定している面積があれば記載してください。

米粉用米

住 所

(〒   ー    )

  ▽ 事業で取り組む品目に を入れてください。
  ▽ 作付面積、事業取組面積は、㎡単位で、小数点以下切り捨ての数値を記載してください。
  ▽ 作付面積については、事業への取組品目以外でも作付する（した）場合はご記載下さい。

チェック欄

※事業の取
組品目に 
を入れて下

さい

品目

前年産
作付面積
（㎡）

※事業の取
組品目以外
も作付した
場合はご記
入下さい

当年産
作付面積
（㎡）

※事業の取
組品目以外
も作付する
場合はご記
入下さい

当年産事業取組 ※１ Ｒ９年産事業取組 Ｒ１０年産事業取組
酒造好適米 ※２

氏名又は法人
・組織名

フリガナ

代表者氏名
(法人・組織のみ)

コメ新市場開拓等促進事業 取組計画書
締切：令和８年２月２７日（金）

    ※ 必要事項を記入して、営農計画書を提出している地域農業再生協議会へ提出してください。

フリガナ



３．実需者※との契約の有無について 必須

（１）
直接、実需者と販売契
約を締結している又は
締結する計画を有して
いる場合、実需者名を
右欄に記載

実
需
者
名

集
出
荷
業
者
等
名

実
需
者
名

（３）
・農業者（申込者）が
直接、加工等を行って
いるなど、実需者の役
割を兼ねている場合、
加工等の取組内容を右
欄に記載
・酒蔵が自ら生産した
米を加工する場合は、
製品、原料米穀の使用
数量、このうち自ら生
産する酒造好適米の使
用数量を記載

加
工
等
の
取
組
内
容

・製品：

 日本酒 ・ その他
 （         ）

・原料米穀の使用数量：

          kg

・このうち自ら生産する酒造
好適米の使用数量：

          kg

（※１）集荷業者を挟む場合には、①一定のまとまりを持ったほ場において生産されること、または、②酒米協議会等の安定的な生産に向けた体制が整っていることが必要です。

（２）
集出荷業者（JAや卸売
業者）等と出荷契約を
締結し、その集出荷業
者等が実需者と販売契
約を締結している又は
締結する計画を有して
いる場合、集出荷事業
者名と実需者名を右欄
に記載
（※１）

上記表で実需者名等の欄が不足するなどの場合には以下に記載してくだい。
その場合、品目も併せて記載してください。

※ 本事業における実需者とは、加工等を行う食品製造事業者や外食・中食業者のほか、輸出を代行する輸出事業者、酒蔵や酒造組
合等です。

記載してください。
▽ 添付書類として、集出荷業者等や実需者との販売契約書の写しや、契約を締結する計画等を提出してください。

新市場開拓用米 加工用米 酒造好適米米粉用米



４．実施する取組
 〇新市場開拓用米、加工用米、米粉用米、酒造好適米に取り組む方は記載 選択

  多収品種加算
 （ 品 種 名 ）

□
(         )

□
(         )

□
(         )

1 直播栽培 □ □ □ □

2 疎植栽培 □ □ □ □

3 高密度播種育苗栽培 □ □ □ □

4 プール育苗 □ □ □ □

5 温湯種子消毒 □ □ □ □

6 効率的な移植栽培 □ □ □ □

7 作期分散 □ □ □ □

8
土壌診断等を踏まえた施
肥・
土づくり

□ □ □ □

9 効率的な施肥 □ □ □ □

10 効率的な農薬処理 □ □ □ □

11 化学肥料の使用量削減 □ □ □ □

12 化学農薬の使用量削減 □ □ □ □

13

多収品種、高温耐性品種又
は米粉用米パン・麺専用
品種の導入
 （ 品 種 名  ）

□
( 多収・高温 )
(      )

□
( 多収・高温 )
(      )

□
( 多収・高温 )
(      )

□
( 多収・高温 )
(      )

14 農業機械の共同利用 □ □ □ □

15 スマート農業機器の活用 □ □ □ □

16 ほ場由来の温室効果ガスの
削減

□ □ □ □

17 ほ場への炭素貯留 □ □ □ □

18 地域特認メニュー
（         ）

□ □ □ □

19 地域特認メニュー
（         ）

□ □ □ □

20 地域特認メニュー
（         ）

□ □ □ □

 

酒造好適米

番号 取組メニュー 新市場開拓用米 加工用米 米粉用米 酒造好適米

新市場開拓用米 加工用米 米粉用米

※ 品目毎に３つ以上の取組メニューに を入れて下さい
なお、多収品種加算を受ける場合には、取組番号13に を入れ、多収に○を付し、（ ）に品種名を記載した
上で、これ以外に３つ以上の取組メニューに を入れて下さい （多収品種の導入＋３つの取組 を選択）

※ 多収品種加算を受ける場合には、以下に を入れ、（ ）に品種名を記入して下さい

 当該品種が有す
るすべての特性に○
を付してください



５．確認欄（以下の□に を入れ、署名をしてください） 必須

□ 国の他の助成事業（当年産に係る事業（水田活用の直接支払交付金のうち
産地交付金を除く））で支援を受けている又は受ける予定となっている取組
は選択しておらず、補助金等の重複受給はありません。

□ 本事業で支援を受けた水田の面積については、当年産の水田活用の直接
支払交付金の戦略作物助成（加工用米、米粉用米）及び都道府県に対する
産地交付金の取組に応じた追加配分（新市場開拓用米）の対象面積から除
外されることについて了承します。

□ 取組を実施しても、採択審査の結果、助成対象とならない場合があることに
ついて了承します。

□ 出荷・販売契約書や出荷・販売伝票等の証拠書類を事業翌年度から５年間
保管し、地域農業再生協議会や地方農政局等からの求めがあった場合に
は、提出します。

□ 以下の場合には、交付金を返還すること、又は交付されないことに異存あり
ません。

・本計画書に基づく内容において、虚偽の申請をしたことが判明した場合
・正当な理由なく、本計画書に記載した対象作物を作付けていないことが判
明した場合
・本計画書に記載した対象作物について、必要な出荷・販売契約等の締結
をしていないこと、適切な作付け・肥培管理・収穫等が行われていないこと
や、正当な理由なく、出荷・販売をしていないこと、その他交付要件を満たす
取組が行われていないことが判明した場合
・必要書類が保管されておらず、要件を満たすことが確認できない場合や提
出を拒む場合
・地域農業再生協議会等による適正な事業執行等のための調査に応じない
場合

上記確認内容に同意すること、助成対象となった場合には、確実に取組を実施
するとともに、取組の結果報告を行うことを誓約します。
令和 年 月 日 氏名


